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◆次世代育成支援対策推進基本計画・目標期間◆ 

➣2021 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日 

 

 

 

男性従業員の育児休業取得率（休暇を含む）15％以上とする                  

 ➣積立有給休暇の使用も含め、３０％以上を目指す。 

 

 

育児休暇・休業制度の認知を上げるための施策を実施する。 

➣女性の取得率は高い水準で取得が進んでいるため、男性の育児休暇・休業の取得率を 

 向上させるために、ガイドブックの作成や広報を実施し男性の育児休暇・休業の認知を 

向上させる。 

次世代育成支援対策推進基本計画期間 

【次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画】 

 

 

従業員が仕事及び子育てを両立することができ、従業員がより働きやすい環境をつくることに 

よって、全ての従業員が能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

次世代育成支援対策推進基本計画策定及び目

標 


